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松
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提
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北
朝
鮮
国
連
制
裁
違
反
者
の
強
制
送
還
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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我
が
国
に
お
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に
お
い
て
退
去
強
制
手
続

を
定
め
て
お
り
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
七
十
号
の
主
文
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
定
め
る
義
務
を

誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


